
 

 

 

 

苓北町水防計画書 

新旧対照表 



 

- 1 - 

 

修正前 修正後 修正理由等 頁 

第１章 総則 第１章 総則   

第１節 計画の目的 

この計画は水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下 

「法」という。）の趣旨に基づき、苓北町における水防事務の調

整及びその円滑な実施のために、必要な事項を規定し、洪水、

内水（法第２条第１項に定める雨水出水のこと。以下同じ）、高

潮又は津波による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害

を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

 

第２節 

１． 

２．指定水防管理団体 

 （新規）水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体

として知事が指定したものをいう（法第４条）。 

（略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

（新規） 

 

 

第１節 計画の目的 

この計画は水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、苓北町における水防事

務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪

水、内水（法第２条第１項に定める雨水出水のこと。以下同じ）、

高潮又は津波による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被

害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

 

第２節 

１． 

２．指定水防管理団体 

水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大な関係のある

ものについて、知事が指定したものをいう（法第４条）。 

（略） 

 

５．消防機関の長 

 消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置か

ない市町村にあっては消防団の長をいう（法第２条第５項） 

６．水防団 

 法第６条に規定する水防団をいう。 

７．洪水予報河川 

国土交通大臣が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民

経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあると認めて指

定した河川。国土交通大臣は、洪水予報河川について、気象庁

長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流

量を示して洪水の予報等を行う（法第１０条第２項、法第１１

条第１項、気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）第１４条

の２第２項及び第３項）。 

８．水防警報 

 国土交通大臣又は県知事が、洪水、高潮又は津波により国民 

経済上重大又は相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指

定した河川等について、洪水、高潮又は津波によって災害が

 

 

条項の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県水防計画書に準じ修

正 

 

 

5.～18.熊本県水防計画書

に準じ追加、修正 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 

 

 

 

７． 

８．避難判断水位 

 市町村長の避難準備・高齢者等避難開始発表の目安となる水

位であり、住民へ氾濫に関する注意喚起を促す情報発信の目安

となる水位。 

９．氾濫危険水位 

 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫のおそれ

がある水位をいう。 

 市町村長の避難勧告等の発令判断の目安となる水位である。

水位周知河川においては、法第１３条第１項及び第２項に規定

される洪水特別警戒水位に相当する。 

（新規） 

 

 

 

 

起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告し

て行う発表をいう(法第２条第８項、法第１６条)。 

９．水位周知河川 

 国土交通大臣又は県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水

により国民経済上従来又は相当な損害が生じるおそれがある

と認めて指定した河川。国土交通大臣は又は都道府県知事は、

水位周知河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた氾

濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流量

を示して通知及び周知を行う（法第１３条）。 

10．水位到達情報 

 水位到達情報とは、水位周知河川において、あらかじめ定め

た氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への到達に関する情報の

ほか、水位周知河川においては氾濫注意水位（警戒水位）、避

難判断水位への到達情報、または氾濫発生情報のことをいう。 

11．水防団待機水位（通報水位） 

 水防のため、氾濫注意水位に達する前に観測、通報を開始す

るよう指定された水位をいう（法第１２条第１項に規定される

通報水位）。 

12． 

13．避難判断水位 

 市町村長の（削除）高齢者等避難発令の目安となる水位であ

り、住民へ氾濫に関する注意喚起を促す情報発信の目安となる

水位。 

14.氾濫危険水位 

 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫のおそれ

がある水位をいう。   

市町村長の避難指示の発令判断の目安となる水位である。水

位周知河川においては、法第１３条第１項及び第２項に規定さ

れる洪水特別警戒水位に相当する。 

15．洪水特別警戒水位 

 法第１３条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発

生を特に警戒すべき水位。 

氾濫危険水位に相当する。国土交通大臣または知事は、指定

した水位周知河川においてこの水位に到達したときは、水位到

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

修正前 修正後 修正理由等 頁 

 

10.重要水防箇所（新規） 

11.～12. 

（略） 

 

第４節（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 

（略） 

 

達情報を発表しなければならない。 

16.重要水防箇所（重要水防区域） 

17.～18. 

（略） 

 

第４節 津波における留意事項 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津

波」と「近地津波」に分類して考えられる。遠地津波の場合は、

原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲

来する。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間の

うちに津波が襲来する。従って、水防活動及び水防団員自身の

避難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水

防活動、避難誘導等が可能なことがある。しかし、近地津波で、

かつ安全な避難場所までの所要時間がかかる場合は、水防団員

自身の避難以外の行動が取れないことが多い。 

従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえ

で、避難誘導や水防活動を実施しなければならない。 

 

第５節 

（略） 

 

 

 

 

 

 

熊本県水防計画書に準じ追

加 

 

 

 

 

 

3 

第２章 水防組織等 第２章 水防組織等   

第１節 水防本部等 

１． 

２．水防関係機関等 

（新規）町における水防対策の統合的かつ計画的な推進を図

るため、相互に緊密な連絡を行うとともに、積極的に協力する

もとする。 

 

第２節 水防訓練 

水防法第３２条の２による指定水防管理団体の水防訓練は、

毎年、出水期前に行うものとし、訓練内容は通信・連絡、出動・

第１節 水防本部等 

１． 

２．水防関係機関等 

苓北町消防団及び苓北分署は、町における水防対策の統合的

かつ計画的な推進を図るため、相互に緊密な連絡を行うととも

に、積極的に協力するもとする。 

 

第２節 水防訓練 

水防法第３２条の２による指定水防管理団体の水防訓練は、

毎年、出水期前に行うものとし、訓練内容は通信・連絡、出動・

 

 

 

主語を明示 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

警戒、水防工法作業、水門等の操作、避難等について行うもの

とするが、適宜選択して重要な事項について重点的に実施す

る。また、水防管理団体が主催する水防研修や地方整備局が主

催する水防技術講習会へ水防団員を参加させる等、積極的に水

防知識を身につけさせることとする。なお、地域住民の水防意

識の高揚に資するよう考慮するものとする。 

（略） 

警戒、水防工法作業、水門等の操作、避難等について行うもの

とするが、適宜選択して重要な事項について重点的に実施す

る。また、水防管理団体が主催する水防研修や地方整備局が主

催する水防技術講習会へ水防団員を参加させる等、積極的に水

防知識を身につけさせることとし、併せて地域住民の水防意識

の高揚に資するよう考慮するものとする。 
（略） 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

 

 

 

5 

 

 

 

第４章 気象予報・観測・通信連絡 第４章 気象予報・観測・通信連絡   

第１節 

１．注意報 

 県内のいずれかの地域において災害が起こるおそれがある

場合に、気象業務法に基づき、熊本地方気象台が一般及び関係

機関に対して注意を喚起するために行う予報をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 

１．気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、

指定河川洪水予報を除き、一般の利用に適合する注意報、警報

及び特別警報をもって代える。なお、水防活動の利用に適合す

る特別警報は設けられていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一

般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報の種類及びそれ

らの発表基準は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報の内容を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

２． 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 水防情報等の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 水防情報等の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.に警報を追加したため削

除 

 

熊本県水防計画書に準じ追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

第５章（新規） 第５章 洪水予報・水位到達情報・水防警報 章追加 9 

（新規） 

 

第１節 水位周知河川における洪水予報 

知事が行う水位到達情報等 

水防管理団体は、熊本県知事が指定した水位周知河川につい

て、水位到達情報の通知を受けたときは、必要に応じて直ちに

関係水防機関等へ通知するとともに、一般住民に周知するもの

とする。 

なお、通知する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の水防計画作成の手引き

を反映 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

第２節 水防警報 

知事が行う水防警報 

水防管理団体は、法第１６条に基づき知事が指定した河川に

ついて、水防警報をしたときは、必要に応じて直ちに関係水防

機関等へ通知、関係住民に連絡するとともに、関係水防機関を

待機させ、又は、必要に応じて、出動、その他の措置をとらせ

るものとする。 

なお、水防警報の種類、内容及び発表基準については、次の

とおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県水防計画書に準じ追

加 

9 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

 

 

 

 

第５章 水防活動 第６章 水防活動   

１．水防活動の順序 

水防管理団体は、気象注意報・警報その他雨量水位等各種情

報を防災情報ネットワーク等により受ける。また、その情報の

内容に応じて、以下により水防活動を行う。なお、水防管理者

の出動命令については、水防に従事する者の安全に十分配慮し

たうえで（新規）行うものとする。 

（新規） 

(1)第１段階：待機 

気象警報等を受けた場合又は洪水危険を察知した場合は、土

木管理課に堤防の警戒等にあたらせる。 

 

 

(2)第２段階：準備 

 雨量、水位、流量とその他の河川状況により必要と認めると

きは、土木管理課及び管轄の消防団を招集し、水防資機材を整

備し出動準備を整える。 

 

 

(3)第３段階：出動 

 氾濫注意水位（警戒水位）を超えるおそれがあるときは、土

木管理課及び管轄の消防団で水防活動をおこなう。 

 

 

（削除） 

水防管理団体は、状況に応じて、以下により水防活動を行う。

なお、水防管理者の出動命令については、水防に従事する者の

安全に十分配慮したうえで適切に行わせるものとする。 

 

 

１．水防活動の順序 

(1)第１段階：待機 

気象警報等を受けた場合又は氾濫注意水位（警戒水位）に達

すると思われる場合は、土木管理課に堤防の警戒等にあたらせ

る。 

 

(2)第２段階：準備 

 雨量、水位、流量とその他の河川状況により必要と認める場

合、又は氾濫注意水位（警戒水位）を突破すると予想される場

合は、土木管理課及び管轄の消防団を招集し、水防資機材を整

備し出動準備を整える。 

 

(3)第３段階：出動 

 氾濫注意水位（警戒水位）を突破し、なお水位の上昇があり、

かつ気象情報、水防情報（雨量・水位）を十分監視して、警戒

の必要が予想される場合は、土木管理課及び管轄の消防団で水

防活動をおこなう。 

字句削除 

熊本県水防計画書に準じ修

正 

 

 

 

熊本県水防計画書に準じ修

正 

(1)～(3)熊本県水防計画書

に準じ修正 
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11 

 

11 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

 

(4)第４段階：警戒 

 洪水警報等により、避難判断水位に達し、更に上昇し、氾濫

危険水位に達するおそれがあるときは、避難準備（高齢者等に

おいては避難の開始）を住民に周知する。 

 

(5)第５段階：厳重警戒 

 洪水警報等により、又は、氾濫危険水位に達し、更に上昇し、

氾濫するおそれがあるときは、避難の指示及び避難誘導等を行

う。 

（略） 

 

 

(4)第４段階：警戒 

 洪水警報等により、避難判断水位に達し、なお水位の上昇が

あり、氾濫危険水位に達するおそれがある場合は、避難準備（高

齢者等においては避難の開始）を住民に周知する。 

 

(5)第５段階：厳重警戒 

 洪水警報等により、又は、氾濫危険水位に達し、なお水位の

上昇があり、氾濫するおそれがある場合は、避難指示及び避難

誘導等を行う。 

（略） 

 

 

 

(4)～(5)字句修正 
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第６章～第８章 第７章～第９章   

第９章 水防標識及び信号 第１０章 水防標識及び信号   

（新規） 

（１）～（２） 

 

（新規） 

（略） 

第１節 水防標識 

１．～２． 

 

第２節 水防信号 

（略） 

 

節の追加 

 

 

節の追加 

16 

 

 

16 


